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平成27年５月19日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

 電気通信事業部会長  殿 

  基 本 料 等 委 員 会 

主 査   辻  正 次  

報 告 書 

平成27年３月31日付け諮問第3073号をもって諮問された事案について、調査の結果、下記のと

おり報告します。  

記 

１ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準

料金指数は諮問のとおり設定することが適当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別紙のとおりである。 
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「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する 

特定電気通信役務の基準料金指数の設定」に対する意見提出者の一覧 

（受付順、敬称略） 

意見提出者（計２件） 

受付 意見受付日 意見提出者 代表者氏名等 

１ H27 年４月４日 個人 - - 

２ H27 年４月 30 日 ソフトバンクモバイル株式会社 代表取締役社長兼 CEO 宮内 謙 

別紙 
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案 

情 郵 審 第 ※ 号 

平成27年５月19日 

 総 務 大 臣 

  山 本 早 苗 あて 

 情報通信行政・郵政行政審議会 

  会 長 多 賀 谷 一 照 

答 申 書 

平成27年３月31日付け諮問第3073号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。  

記 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務

の基準料金指数の設定については、諮問のとおりとすることが適当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別紙のとおりである。 

印
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東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する 

特定電気通信役務の基準料金指数の設定について 

１．背景 

総務大臣は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２１条に基づき、特定電気通信役務に関する料

金について、その種別ごとに能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、

通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数により設定し、その料金指数を基準料金指数

として、その適用する日の９０日前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知するこ

ととしている。 

基準料金指数は、電気通信事業法施行規則（以下「規則」という。）第１９条の５第１項に定める次式により

算定することとし、同条第２項に基づき適用期間は毎年１０月１日から１年としている。 

生産性向上見込率（以下「Ｘ値」という。）は、同条第４項に基づき３年ごとに現在の生産性に基づく将来原

価及び今後の生産性向上を見込んだ将来原価から算定することとしている。現在のＸ値の有効期間は平成 

２７年９月末までであることから、平成２７年１０月から平成３０年９月末の間で適用する次期Ｘ値を新たに算定

する必要がある。 

次期Ｘ値の算定に当たっては、総務省において平成２７年２月より「プライスキャップの運用に関する研究

会」（座長：辻正次 兵庫県立大学教授）を計３回開催し、Ｘ値の考え方について整理を行った。 

２．諮問事項 

特定電気通信役務を提供する東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下、「ＮＴＴ東

西」という。）に対して平成２７年１０月から適用する基準料金指数を以下のとおり設定することについて、情報

通信行政・郵政行政審議会に諮問を行うものである。 

区分（バスケット） Ｈ２６．１０～Ｈ２７．９ Ｈ２７．１０～Ｈ２８．９ 

音声伝送バスケット※１ ９２.７ ９４．８ 

加入者回線サブバスケット※２ １００ １０２．３ 

※１･･･ 規則第１９条の４第１号に定められる電気通信役務の種別。具体的には、ＮＴＴ東西が設定する加入電話・ＩＳＤＮの基本

料・通話料等、公衆電話の通話料等を指す。 

※２･･･ 規則第１９条の４第２号に定められる電気通信役務の種別。具体的には、ＮＴＴ東西が設定する加入電話・ＩＳＤＮの基本

料・施設設置負担金を指す。 

基準料金指数 ＝ 前適用期間の基準料金指数×（１＋消費者物価指数変動率－生産性向上見込率＋外生的要因）
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【参照条文】
電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）

第二十条 指定電気通信役務（第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設
置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であ
つて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に
提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通
信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その
他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要が
あるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、
その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件（第五十二条第一項又は第
七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で
定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項において同じ。）について契約約款を定
め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

２～６ （略）

（指定電気通信役務の保障契約約款）

第二十一条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電
気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大
きいものとして総務省令で定めるもの（以下「特定電気通信役務」という。）に関する料
金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下におけ
る適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認めら
れる水準の料金を料金指数（電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表 す数値として、
通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数
等を基に総務省令で定め る方法により算出される数値をいう。以下同じ。）により定め、
その料金指数（以下「基準料金指数」という。）を、その適用の日の総務省令で定める日
数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。

２ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更
しようとする場合において、当該変更後料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基
準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項（同条第四項の規
定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受け
なければならない。

３ 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の
料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいず
れにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済
的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。

４ 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気
通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金
指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電
気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務
に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

５～７ （略）

（特定電気通信役務の料金）
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第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和
二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問し
なければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限
りでない。
一 （略）
二 第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第三十条第一項の規定による電
気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三
条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定又は第三十四条第一項の規定によ
る第二種指定電気通信設備の指定

三・四 （略）

（審議会等への諮問）
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（基準料金指数の算定方法等）

第十九条の五 法第二十一条第一項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により
算定するものとする。
基準料金指数＝前適用期間の基準料金指数×（１＋消費者物価指数変動率－生産性向

上見込率＋外生的要因）

２ 基準料金指数の適用期間は、十月一日から一年とする。

３ 第一項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終
わる国の会計年度（次条において「基準年度」という。）又は暦年における消費者物価
指数（総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。）の変動率
とする。

４ 第一項の生産性向上見込率は、三年ごとに現在の生産性に基づく将来原価及び今後
の生産性向上を見込んだ将来原価から算定するものとする。

５ 第一項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消
費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定する
ものとする。

６ 法第三十三条第一項 の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供され
る特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第一項の前適用
期間の基準料金指数は百とする。

（料金指数の算出方法）

第十九条の六 法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次
の式により算出するものとする。
料金指数＝（ΣＰｔｉＳｉ÷ΣＰｏｉＳｉ）×１００
Ｐｔｉは、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとの料金額
Ｐｏｉは、法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて
提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の適用の日の六月前に
おける料金額でＰｔｉに対応するもの
Ｓｉは、Ｐｔｉが適用される電気通信役務の基準年度における供給量

２ 前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金
指数の修正の方法を別に定めるものとする。

電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）

（基準料金指数の通知期間）

第十九条の七 法第二十一条第一項の総務省令で定める日数は、九十日とする。

（特定電気通信役務の種別）

第十九条の四 法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第十八条で定
める指定電気通信役務であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
一 電話及び総合デジタル通信サービスを除く音声伝送役務
二 データ伝送役務
三 専用役務

10
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事業者の収入、費用データの予測値に基づき次期Ｘ値の適用期間（３年間）の最終年度に特定電気通信役務の収支
が相償する水準にＸ値を算定する方式

収入 ×（１ ＋ 消費者物価指数変動率 － Ｘ値）３ ＝ 費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税

Ｘ値 ＝ １ ＋ 消費者物価指数変動率 － （費用 ＋ 適正報酬額 ＋ 利益対応税）÷ 収入

全要素生産性※向上率を基にＸ値を算定する方式

平成２２年度から平成２５年度のＮＴＴ東西の産出量（基本料・通話料収入）の伸び率と投入量（通信量、
従業員数及び正味固定資産価額）の伸び率を比較し全要素生産性向上率を算定する。

※全要素生産性
産出物の伸びのうち、投入量（資本・労働）の増加による寄与では説明できない部分。

３

生産性向上見込率（Ｘ値）の算定方法

〈Ｘ値について整理〉

次期Ｘ値（平成２７年度～平成２９年度）の算定にあたり、適用期間の最終年度（平成２９年度）の数値を算出

（１）特定電気通信役務の収入予測 … 固定電話回線数について２つのパタンで収入を予測

（２）特定電気通信役務の費用予測 … ＮＴＴ東西の費用予測を元に、経営効率分析等を活用し費用を予測

（３）適正報酬額 … 正味固定資産価額等に基づき予測

（４）消費者物価指数変動率 … 政府機関等の公表値に基づき予測

（５）利益対応税 … 税法の規定により支払いを要する額を予測

ミックス生産性準拠方式により生産性向上見込率（Ｘ値）を算定

参考値としてフル生産性準拠方式によりＸ値を算定
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生産性向上見込率（Ｘ値）の算定方法（詳細）

（１）特定電気通信役務の収入予測

● 固定電話の回線数について、２つのパタン（光ＩＰ電話などへの移行影響が縮小・拡大）で予測し、
その回線数に基づき、収入を予測。

（２）特定電気通信役務の費用予測

● ＮＴＴ東西が、独自の効率化施策を織り込んで費用を予測。

● 研究会が、回線数減少に見合う費用削減の検証・経営効率分析（DEA・SFA）を行い、更なる削
減可能額がないかを検証。

（３）適正報酬額

● レートベースに 報酬率を乗ずることにより算出。報酬率は、上限値・下限値の間の中間値を採用。

（４）消費者物価指数変動率

● 基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる会計年度の数値を用いることになっていること
から、平成26年の実績値及び平成27・28年度の予測値を平均して算出。

（５）利益対応税

● 法人税などの税法の規定により実際支払われるはずの税額を算出。
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Ｘ値の算定に係る考え方の整理（１/２）

・ 前回の研究会で試算されたX値は、ＣＰＩ変動率を中心に、プラス・マイナス両側に分散しており、X値を
一意に定めることは困難であったことから、「X値＝ＣＰＩ変動率」としてきた。

・ 今回試算された全てのＸ値がＣＰＩ変動率を下回っていることや、今後ＣＰＩ変動率がプラスとなっていく
予想を踏まえ、これまでの「X値＝ＣＰＩ変動率」 ではなく、「X値＝０．４％」と整理することが適当である。

X値=0.4％ 基準料金指数

H26.10- 92.7

H27.10- 94.8

H28.10- 96.1

H29.10- 97.4

（参考）今後の基準料金指数の推移

※  ＣＰＩ変動率を、
平成26年 （実績）＝2.7％
平成27年度（予測）＝1.8％
平成28年度（予測）＝1.8％

と仮定した場合。

音声伝送バスケットのＸ値の試算結果
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・ これまでの研究会では、加入者回線サブバスケットについて、施設設置負担金について圧縮記帳後の収支しかな
いため、圧縮記帳がなかったものとみなしての収支予測が行えなかったことから、Ｘ値については一意に定めるこ
となく、ＣＰＩ変動率に連動させてきた。

・ しかし、収入・費用の両面において、音声伝送バスケットに対して加入者回線サブバスケットの占める割合は
年々高くなっており、近年両バスケット間は同一視できる水準になっている。

・ したがって、加入者回線サブバスケットのＸ値については、前述の算定上の問題は引き続き存在するが、これま
での「Ｘ値＝ＣＰＩ変動率」ではなく、音声伝送バスケットでのＸ値算定の結果を準用し、「Ｘ値＝０．４％」を
用いることが適当である。

【音声伝送バスケットに占める加入者回線サブバスケットの収入・費用の割合】

Ｈ１６年度 Ｈ１９年度 Ｈ２２年度 Ｈ２５年度

収
入

ＮＴＴ東日本 74.6% 80.8% 84.4% 86.7%

ＮＴＴ西日本 73.9% 81.2% 85.5% 87.3%

費
用

ＮＴＴ東日本 74.8% 87.3% 88.9% 90.1%

ＮＴＴ西日本 75.2% 87.5% 90.1% 90.5%

加入者回線サブバスケットのＸ値の取扱い

X値=0.4％ 基準料金指数

H26.10- 100

H27.10- 102.3

H28.10- 103.7

H29.10- 105.2

（参考）今後の基準料金指数の推移

※  ＣＰＩ変動率を、
平成26年 （実績）＝2.7％
平成27年度（予測）＝1.8％
平成28年度（予測）＝1.8％

と仮定した場合。

Ｘ値の算定に係る考え方の整理（２/２）
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ｈ12.4 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10

料金指数の推移 ①（音声伝送バスケット）

※実際料金指数は各期の１０月１日時点のもの

( )

基本料値下げH17.1
(ダイヤル回線用、住宅用の例）
(1,750円→1,700円(3級局))(1,600円→1,550円(2級局))
施設設置負担金値下げ H17.3
(72,000円→36,000円)

100

基準料金指数

実際料金指数
（NTT西日本）

実際料金指数
（NTT東日本）

X値：CPI

市内通話料値下げ
H13.1（東のみ）(10円→   9円/3分)
H13.5（東）（ 9円→8.5円/3分）
H13.5（西)(10円→8.5円/3分）

X値：CPI

東：97.4
西：97.8

東：92.9
西：93.0

東：92.6
西：92.6

東：92.6
西：92.6

東：92.7
西：92.7

東：85.9
西：86.4

東：86.2
西：86.9

東：86.6
西：87.5

東：87.2
西：88.0

東：87.4
西：88.3

東：87.6
西：88.5

東：87.7
西：88.5

東：86.7
西：88.2

東：86.7
西：88.2

X値：CPIX値：CPIX値：1.9

97.8

95.5

92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.792.792.7

東：86.7
西：88.3

※ Ｘ値･･･生産性向上見込率
※ 音声伝送サービス全体は、加入電話・ＩＳＤＮ（施設設置負担金・基本料・通話料・通信料）、公衆電話（通話料・通信料）を対象とする。

X値：0.4

94.8



80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

Ｈ12.4 H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10 H17.10 H18.10 H19.10 H20.10 H21.10 H22.10 H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10

料金指数の推移 ②（加入者回線サブバスケット）

※実際料金指数は各期の１０月１日時点のもの

100

基準料金指数

実際料金指数
（NTT西日本）

実際料金指数
（NTT東日本）

X値：CPI X値：CPI

東：100
西：100

X値：CPIX値：CPIX値：CPI

100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
東：100
西：100

東：100
西：100

東：100
西：100

東：100
西：100

東：95.8
西：96.1

東：95.7
西：95.9

東：95.8
西：96.1

東：95.7
西：96.0

東：95.7
西：96.0

東：95.7
西：96.0

東：95.6
西：95.9

東：95.3
西：95.6

東：95.3
西：95.6

東：95.3
西：95.6

基本料値下げ
H17.1
(ダイヤル回線用、住宅用の例）
(1,750円→1,700円(3級局))
(1,600円→1,550円(2級局))
施設設置負担金値下げ
H17.3 

(72,000円→36,000円)

※ Ｘ値･･･生産性向上見込率
※ 加入者回線部分は、加入電話・ＩＳＤＮ（施設設置負担金・基本料）を対象とする。

X値：0.4

102.3

17


	00 表紙
	01-1 報告書ver2
	01-2 別紙 意見提出者一覧
	01-3 報告書別紙（パブコメ返し）
	02_【諮問3073】答申書案
	03 概要ver4
	03-02 参照条文ver2
	04 参考資料（事前レク資料より）ver3
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



